
 
 

 

一 

公
共
事
業
の
長
期
計
画
の
透
明
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
公
共
事
業
が
国
民
の
社
会
経
済
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
社
会
資
本
形
成
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る

こ
と
及
び
そ
の
費
用
が
国
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
税
金
そ
の
他
の
貴
重
な
財
源
で
賄
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、

公
共
事
業
を
そ
の
必
要
性
の
度
合
の
高
い
も
の
か
ら
優
先
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
、
公
共
事
業
の
長
期
計
画
に
つ

い
て
、
そ
の
内
容
及
び
決
定
過
程
の
透
明
化
、
国
会
に
お
け
る
承
認
、
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化

的
な
影
響
の
評
価
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
必
要
な
関
係
法
律
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
平
成
八
年
度
」
を
「
平
成
十
年
度
」
に
、
「
平
成
八
年
六
月
三
十
日
」
を
「
平
成
十
年
六
月
三
十
日
」
に
改 

め
る
。 

第
四
条
中
「
平
成
八
年
度
」
を
「
平
成
十
年
度
」
に
、
「
平
成
八
年
七
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
年
七
月
三
十
一
日
」 



 

 
 

 

二 

に
改
め
る
。 

第
六
条
第
一
項
中
「
平
成
八
年
度
」
を
「
平
成
十
年
度
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
中
「
平
成
八
年
度
」
を
「
政
令
で
定
め
る
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、

平
成
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
」
を

「
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

４ 

国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
を

 

作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
に
提

 

出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

国
家
公
安
委
員
会
及
び
建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
を

 

作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
理
府
令
・
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、 

当
該
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦

覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か 



 
 

 

三 

ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
国
家
公
安
委
員
会
及
び

建
設
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

内
閣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定

に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
七
条
の
二 

審
議
会
の
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
十
一
条
の
二
の
規
定

に
基
づ
い
て
行
う
事
後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

２ 

審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体

の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き 

る
。 



 

 
 

 

四 

４ 

審
議
会
は
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
十
一
条
の
二 

政
府
は
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
審
議
会

の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
特
定
交
通
安
全
施
設
等

整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書

を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
審
議
会
の
意

見
を
聴
い
て
、
当
該
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備

事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を

作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
） 



 
 

 

五 

第
三
条 

廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
見
出
し
を
「
（
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
平
成
十
二
年
度
ま
で
の

間
に
」
を
「
政
令
で
定
め
る
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
平
成
十
年
度
以
降
の
五
箇
年
間

に
お
い
て
」
に
、
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
」
を
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
」
を
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
平
成
十
二
年
度
ま

で
の
間
」
を
「
五
箇
年
間
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
、
「
廃
棄
物
処
理
施

設
整
備
計
画
」
を
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
」
に
、
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
」
を
「
廃

棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

５ 

厚
生
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
厚
生
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
案

の
原
案
を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の



 

 
 

 

六 

縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
厚
生
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出

に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述

べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
第
三
項
中
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
」
を
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
、
「
第
三
条
第
一 

項
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

厚
生
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道

府
県
が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
厚
生
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
」
を
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改

め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
四
条 

審
議
会
の
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
事
後

評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 



 
 

 

七 

２ 

審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体

の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き 

る
。 

４ 

審
議
会
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
六
条 

政
府
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

て
、
当
該
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た

環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い



 

 
 

 

八 

て
、
当
該
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た

環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
土
地
改
良
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
土
地
改
良
長
期
計
画
（
第
四
条
の
二
―
第
四
条
の
四
）
」
を
「
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
（
第
四
条
の
二
―
第
四

条
の
六
）
」
に
改
め
る
。 

「
第
一
章
の
二 

土
地
改
良
長
期
計
画
」
を
「
第
一
章
の
二 

土
地
改
良
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
意
見
を
き
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
長
期
の
計
画 

（
以
下
「
土
地
改
良
長
期
計
画
」
を
「
意
見
を
聴
い
て
、
平
成
十
年
度
以
降
の
毎
五
箇
年
を
各
一
期
と
し
て
、
当
該
期
間
中

の
土
地
改
良
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
土
地
改
良

長
期
計
画
」
を
「
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
土
地
改
良
長
期
計
画
」
を
「
土
地
改
良
五
箇
年
計

画
」
に
、
「
第
一
項
の
閣
議
の
決
定
」
を
「
前
項
の
国
会
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次



 
 

 

九 

の
三
項
を
加
え
る
。 

６ 
農
林
水
産
大
臣
は
、
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ 

り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意

見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
二
第
四
項
中
「
土
地
改
良
長
期
計
画
」
を
「
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
」
に
、
「
関
係
行
政
機
関
の
長
及
び
関
係

都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
あ
ら
か
じ
め
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県



 

 
 

 

一
〇 

が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
三
第
一
項
中
「
土
地
改
良
長
期
計
画
」
を
「
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
土
地
改
良 

長
期
計
画
」
を
「
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
」
に
、
「
、
第
四
項
及
び
第
五
項
」
を
「
及
び
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
」
に
改

め
る
。 

第
四
条
の
四
中
「
土
地
改
良
長
期
計
画
」
を
「
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
第
一
章
の
二
中
同
条
を
第
四
条
の
五

と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
四
条
の
六 

政
府
は
、
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
農
政
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

当
該
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
土
地
改
良
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会 

的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
農
政
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当

該
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
土
地
改
良
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、

経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

 

一
一 

第
四
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
農
政
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
四
条
の
四 

農
政
審
議
会
の
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
四
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
事

後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

２ 

農
政
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

農
政
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共

団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で 

き
る
。 

４ 

農
政
審
議
会
は
、
土
地
改
良
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。 

（
漁
港
法
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

漁
港
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
中
「
漁
港
の
整
備
計
画
に
基
い
て
」
を
「
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
い
て
」
に
、
「
汚
で
い
」
を
「
汚
泥
」 



 

 
 

 

一
二 

に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
六
項
と

し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

３ 

漁
港
審
議
会
の
第
十
七
条
第
一
項
の
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

い
て
行
う
事
後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

４ 

漁
港
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
四
条
中
「
第
十
七
条
第
一
項
の
漁
港
の
整
備
計
画
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
、
そ
の
他
」
を
削
り
、
「
開
く 

こ
と
が
で
き
、
」
の
下
に
「
第
十
七
条
第
一
項
の
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
」
を
加
え 

る
。 第

十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
採
択
し
て
漁
港
の
整
備
計
画
」
を

「
採
択
し
て
、
平
成
十
年
度
以
降
の
毎
五
箇
年
を
各
一
期
と
し
て
、
当
該
期
間
中
の
漁
港
の
整
備
計
画
（
以
下
「
漁
港
整
備

五
箇
年
計
画
」
と
い
う
。
）
の
案
」
に
、
「
そ
の
定
め
た
漁
港
の
整
備
計
画
」
を
「
そ
の
定
め
た
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の

案
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
漁
港
の
整
備
計
画
」
を
「
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第



 
 

 

一
三 

八
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
の
漁
港
の
整
備
計
画
」
を
「
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
、
「
前
二
項
」
を
「
前
各

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
漁
港
の
整
備
計
画
」
を
「
漁

港
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
「
決
定
し
た
と
き
は
、
」
の
下
に
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
記

載
し
た
書
類
を
添
え
て
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

２ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、
市 

町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め

関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ 

め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当

該
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ 



 

 
 

 

一
四 

り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
十
七
条
の
二 
政
府
は
、
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
漁
港
審
議
会
の
意
見
を
聴
い 

て
、
当
該
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環

境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
漁
港
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当

該
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の

影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
の
漁
港
の
整
備
計
画
に
基
い
て
」
を
「
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
に

基
づ
い
て
」
に
改
め
る
。 



 
 

 

一
五 

第
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
の
漁
港
の
整
備
計
画
」
を
「
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
る
。 

（
森
林
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
全
国
森
林
計
画
等
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を
削
り
、
「
全
国
の
森
林
に
つ
き
」
の
下
に
「
、
平
成
十
年
度
以
降
」
を
加
え
、
「
を
た
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
を
た
て
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
を
た
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。 

６ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
全
国
森
林
計
画
を
た
て
、
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
森
林
整
備
事
業
計

画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
た

資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
第
七
項
中
「
全
国
森
林
計
画
及
び
森
林
整
備
事
業
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
ら
の
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
」
を
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
全
国
森
林
計
画
を
た
て
、
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
森
林
整
備
事
業
計
画
の
案
を
作



 

 
 

 

一
六 

成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
」
に
改
め
、
「
及
び
都
道
府
県
知
事
」
を
削
り
、
同
条
第
八
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

８ 
農
林
水
産
大
臣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
森
林
整
備
事
業
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ 

め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
森
林
整
備
事
業
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該

公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
第
九
項
中
「
全
国
森
林
計
画
及
び
森
林
整
備
事
業
計
画
を
た
て
、
又
は
こ
れ
ら
の
計
画
を
変
更
し
た
と
き
は
」
を

「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
が
あ
つ
た
と
き
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
」
に
改 

め
、
「
（
変
更
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
後
の
計
画
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
八
項
の
次
に

次
の
二
項
を
加
え
る
。 

９ 

森
林
整
備
事
業
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了

の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、

こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

内
閣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
森
林
整
備
事
業
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見

の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

 

一
七 

第
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

 
全
国
森
林
計
画
及
び
森
林
整
備
事
業
計
画
は
、
森
林
の
現
況
、
経
済
事
情
等
に
変
動
が
あ
つ
た
た
め
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
一
項
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
は
全
国
森
林
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
第
四
項
及
び

第
六
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
森
林
整
備
事
業
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

第
四
条
の
二
に
見
出
し
と
し
て
「
（
森
林
整
備
事
業
計
画
の
実
施
）
」
を
付
し
、
同
条
を
第
四
条
の
三
と
し
、
同
条
の
次

に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
四
条
の
四 

政
府
は
、
森
林
整
備
事
業
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
中
央
森
林
審
議
会
の
意
見
を
聴
い 

て
、
当
該
森
林
整
備
事
業
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
森
林
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会

的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
森
林
整
備
事
業
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
中
央
森
林
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

当
該
森
林
整
備
事
業
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
森
林
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、



 

 
 

 

一
八 

経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
中
央
森
林
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
四
条
の
二 
中
央
森
林
審
議
会
の
森
林
整
備
事
業
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
四
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う 

事
後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

２ 

中
央
森
林
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

中
央
森
林
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方

公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４ 

中
央
森
林
審
議
会
は
、
森
林
整
備
事
業
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
海
岸
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 
 

 

一
九 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
） 

 
 

目
次
中
「
第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）
」
を 

第
一
章
の
二 

海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
（
第
四
条
の
二
―
第
四 

 
に
改
め
る
。 

条
の
五
）
」 

第
二
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
海
岸
事
業
」
と
は
、
海
岸
保
全
施
設
の
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
業
及
び
海
岸
の
環
境
の
整

備
に
関
す
る
事
業
で
、
国
が
施
行
す
る
も
の
及
び
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
が
施
行
し
、
か
つ
、
こ
れ
に

要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
国
が
負
担
し
、
又
は
補
助
す
る
も
の
を
い
う
。 

 

第
一
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

 
 

 

第
一
章
の
二 

海
岸
事
業
五
箇
年
計
画 

 

（
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
） 

第
四
条
の
二 

主
務
大
臣
は
、
協
議
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い

て
、
平
成
十
年
度
以
降
の
毎
五
箇
年
を
各
一
期
と
し
て
、
当
該
期
間
中
の
海
岸
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
海
岸
事
業



 

 
 

 

二
〇 

五
箇
年
計
画
」
と
い
う
。
）
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 
五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
事
業
の
実
施
の
目
標 

 

二 

五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
事
業
の
量 

 

３ 

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、
市

 

町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
関

 

係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

５ 

主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

 

主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の

 

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

６ 

海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
主
務
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ



 
 

 

二
一 

れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

７ 
内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意

 

見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

８ 

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
を
公
表
し

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

９ 

前
各
項
の
規
定
は
、
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

（
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

 

第
四
条
の
三 

審
議
会
の
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
四
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
事
後
評

 

価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

 

２ 

審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体

 

の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き 

 
 

る
。 



 

 
 

 

二
二 

 
４ 

審
議
会
は
、
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 
 

い
。 

（
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
実
施
） 

 

第
四
条
の
四 
政
府
は
、
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
事
後
評
価
） 

 

第
四
条
の
五 

政
府
は
、
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該

 

海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
海
岸
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的

 

及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

政
府
は
、
海
岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
海

 

岸
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
海
岸
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及

 

び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附
則
第
十
三
項
を
附
則
第
十
四
項
と
し
、
附
則
第
十
項
か
ら
附
則
第
十
二
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
附
則
第
九
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



 
 

 

二
三 

 
 

附
則
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
貸
付
け
に
係
る
海
岸
保
全
施
設
の
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
事
業
及
び 

海
岸
の
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
業
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
海
岸
事
業
に
含
ま
れ
る 

も
の
と
す
る
。 

（
治
山
治
水
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

治
山
治
水
緊
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
九
年
度
」
を
「
平
成
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
五
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会

の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

６ 

農
林
水
産
大
臣
又
は
建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
又
は
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
案

を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
農
林
水
産
省
令
又
は
建
設
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を

公
告
し
、
当
該
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
又
は
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

治
山
事
業
五
箇
年
計
画
又
は
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日



 

 
 

 

二
四 

 

か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
農
林
水
産
大
臣
又
は

 
建
設
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

８ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
又
は
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の

 

規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ

 

ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

農
林
水
産
大
臣
又
は
建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
又
は
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
案

を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
又
は
建
設
大
臣
に
提

出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
四
条 

中
央
森
林
審
議
会
又
は
河
川
審
議
会
の
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
又
は
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議

及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
事
後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 



 
 

 

二
五 

 
２ 

中
央
森
林
審
議
会
又
は
河
川
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 
中
央
森
林
審
議
会
又
は
河
川
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関

 

の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協

 

力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

中
央
森
林
審
議
会
又
は
河
川
審
議
会
は
、
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
又
は
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を

 

決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
事
後
評
価
） 

 

第
六
条 

政
府
は
、
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
中
央
森
林
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、

 

当
該
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
治
山
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経

 

済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
、
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、

 

河
川
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
治
水
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環

 

境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
、
こ
れ
ら



 

 
 

 

二
六 

 

を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 
政
府
は
、
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
中
央
森
林
審
議
会
の
意
見
を
聴
い 

 
 

て
、
当
該
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
治
山
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会 

 
 

的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
、
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年

 

を
目
途
と
し
て
、
河
川
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
治
水
事
業
の
実

 

施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
、
そ
れ
ぞ

 

れ
作
成
し
、
こ
れ
ら
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

沿
岸
漁
場
整
備
開
発
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
）
」
を
付
し
、
同
条
第

一
項
中
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
」
を
「
平
成
十
年
度
以
降
の
毎
五
箇
年
を
各
一
期
と
し
て
、
当
該
期
間
中
の
」

に
、
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
」
を
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
沿

岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
」
を
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 
 

 

二
七 

４ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都

道
府
県
が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条
第
五
項
中
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
」
を
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
」
に
、
「
第
一
項
の
閣
議
の
決

定
」
を
「
前
項
の
国
会
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。 

５ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

６ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

 

あ
ら
か
じ
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画

 

の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦

 

覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提

 

出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

８ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ



 

 
 

 

二
八 

 

ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
変
更
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
」
を
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五

箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
沿
岸
漁
業
等
振
興
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
四
条
の
二 

沿
岸
漁
業
等
振
興
審
議
会
の
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
五
条
の
二
の
規

定
に
基
づ
い
て
行
う
事
後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

 

２ 

沿
岸
漁
業
等
振
興
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

沿
岸
漁
業
等
振
興
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関

 

係
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め

 

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

４ 

沿
岸
漁
業
等
振
興
審
議
会
は
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会

 

を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
実
施
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発



 
 

 

二
九 

計
画
」
を
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
五
条
の
二 

政
府
は
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
沿
岸
漁
業
等
振
興
審
議

会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
事
業
の
実
施

が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ

を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

政
府
は
、
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
沿
岸
漁
業
等
振
興
審
議
会

 

の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
事
業
の
実
施
が

 

及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ

 

を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
空
港
整
備
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

空
港
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
定
義
等
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



 

 
 

 

三
〇 

３ 

こ
の
法
律
で
「
空
港
整
備
事
業
」
と
は
、
空
港
整
備
特
別
会
計
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
空
港
整
備
事
業
を
い
う
。 

第
二
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。 

（
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
） 

第
二
条
の
二 

運
輸
大
臣
は
、
政
令
で
定
め
る
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
平
成
十
年
度

以
降
の
毎
五
箇
年
を
各
一
期
と
し
て
、
当
該
期
間
中
の
空
港
整
備
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
空
港
整
備
五
箇
年
計 

画
」
と
い
う
。
）
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

空
港
整
備
五
箇
年
計
画
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
事
業
の
実
施
の
目
標 

 

二 

五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
事
業
の
量 

 

３ 

運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、
市

 

町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
運
輸
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
関



 
 

 

三
一 

 

係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

５ 
運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

 

運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の

 

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

６ 

空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満

 

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
運
輸
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ

 

れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

７ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意

 

見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

８ 

運
輸
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
を
公
表
し

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

９ 

前
各
項
の
規
定
は
、
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

 

（
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 



 

 
 

 

三
二 

 
第
二
条
の
三 

審
議
会
の
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
二
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
事
後
評

 
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

 

２ 

審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体

 

の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き 

 
 

る
。 

 

４ 

審
議
会
は
、
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 
 

い
。 

 

（
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
実
施
） 

 

第
二
条
の
四 

政
府
は
、
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
事
後
評
価
） 

 

第
二
条
の
五 

政
府
は
、
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該

 

空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
空
港
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経



 
 

 

三
三 

 

済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 
政
府
は
、
空
港
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
空

 

港
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
空
港
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済 

 
 

的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
港
湾
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
一
条 

港
湾
整
備
緊
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
審
議
会
」
の
下
に
「
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
平
成
八
年
度
」
を
「
平
成
十

年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
、
第
四
項
及
び
前
項
」
を
「
及
び
第
四
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

十
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
閣
議
の
決
定
」
を
「
前
項
の
国
会
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と 

し
、
同
項
の
前
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

６ 

運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

三
四 

７ 

港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
運
輸
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ

れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意

見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、
市

町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
運
輸
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
四
条 

審
議
会
の
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
事
後
評
価
に
関
す

る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

２ 

審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

 

三
五 

３ 

審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体

の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き 

る
。 

４ 

審
議
会
は
、
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
六
条 

政
府
は
、
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
港
湾

整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
港
湾
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的

及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
港

湾
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
港
湾
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済

的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

三
六 

（
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
二
条 

道
路
整
備
緊
急
措
置
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
平
成
五
年
度
」
を
「
道
路
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
平
成
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

「
前
四
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決 

定
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

５ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
建
設
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ

れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意

見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

 

三
七 

第
二
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 
建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、
市

町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
建
設
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
道
路
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
三
条 

道
路
審
議
会
の
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
事
後
評
価
に

関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

２ 

道
路
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

道
路
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共

団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
。 

４ 

道
路
審
議
会
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 



 

 
 

 

三
八 

第
四
条
中
「
平
成
五
年
度
」
を
「
平
成
十
年
度
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
実
施
） 

第
五
条 

政
府
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
六
条 

政
府
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
道
路
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該

道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他

社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

政
府
は
、
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
道
路
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当

該
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
道
路
の
整
備
に
関
す
る
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の

他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な



 
 

 

三
九 

ら
な
い
。 

（
住
宅
建
設
計
画
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
三
条 
住
宅
建
設
計
画
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
審
議
会
」
の
下
に
「
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
昭
和
四
十
一
年
度
」
を
「
平

成
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
都
道
府
県
知
事
が
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
長
の
意
見
を

き
い
て
」
を
「
都
道
府
県
が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中

「
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

６ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の

日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
建
設
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ



 

 
 

 

四
〇 

れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 
内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意

見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
四
条
の
二 

審
議
会
の
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
八
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う
事
後
評

価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

２ 

審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共
団
体

の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き 

る
。 

４ 

審
議
会
は
、
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。 



 
 

 

四
一 

第
五
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
」
を
「
第
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
」
に

改
め
、
「
同
項
の
政
令
で
定
め
る
」
を
削
り
、
「
き
き
」
を
「
聴
き
」
に
改
め
る
。 

第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
八
条
の
二 

政
府
は
、
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該

住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
の
建
設
の
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影

響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
住

宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
公
的
資
金
に
よ
る
住
宅
の
建
設
の
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響

そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
下
水
道
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
） 



 

 
 

 

四
二 

第
十
四
条 

下
水
道
整
備
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
八
年
度
」
を
「
都
市
計
画
中
央
番
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
平
成
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次

の
三
項
を
加
え
る
。 

５ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ 

め
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
を
、
当
該

公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧
期
間

満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
建
設
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、

こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た

意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

 

四
三 

第
三
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
」
を
「
第
三
条
に
規
定
す
る
廃
棄
物
処
理

施
設
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県
が
、

市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
建
設
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
四
条 

都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
う

事
後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

２ 

都
市
計
画
中
央
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

都
市
計
画
中
央
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係

地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

都
市
計
画
中
央
審
議
会
は
、
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か
な



 

 
 

 

四
四 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
六
条 

政
府
は
、
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
意
見
を
聴

い
て
、
当
該
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
下
水
道
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ

の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
意
見
を

聴
い
て
、
当
該
下
水
道
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
下
水
道
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響

そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
十
五
条 

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ



 
 

 

四
五 

う
に
改
正
す
る
。 

「
第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
） 

目
次
中
「
第
一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）
」
を 

第
一
章
の
二 

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
（
第
五 

 

に
改
め
る
。 

条
の
二
―
第
五
条
の
五
）
」 

第
二
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
」
と
は
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業 

で
、
都
道
府
県
が
施
行
し
、
か
つ
、
こ
れ
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
国
が
補
助
す
る
も
の
を
い
う
。 

第
一
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。 

第
一
章
の
二 

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画 

（
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
） 

第
五
条
の
二 

建
設
大
臣
は
、
河
川
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
平
成
十
年
度
以
降
の
毎
五
箇
年
を
各
一
期
と
し
て
、
当
該

期
間
中
の
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
」
と
い
う
。
）
の 



 

 
 

 

四
六 

案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
事
業
の
実
施
の
目
標 

二 

五
箇
年
間
に
行
う
べ
き
事
業
の
量 

３ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都

道
府
県
が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
建
設
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画

の
案
の
原
案
を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項

の
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
建
設
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提



 
 

 

四
七 

出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 
内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。 

８ 

建
設
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
が
あ
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年

計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９ 

前
各
項
の
規
定
は
、
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。 

（
河
川
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
五
条
の
三 

河
川
審
議
会
の
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
五
条
の
五
の
規
定
に
基

づ
い
て
行
う
事
後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 

２ 

河
川
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

河
川
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係
地
方
公
共

団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で



 

 
 

 

四
八 

き
る
。 

４ 
河
川
審
議
会
は
、
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
実
施
） 

第
五
条
の
四 

政
府
は
、
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す 

る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
五
条
の
五 

政
府
は
、
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
河
川
審
議
会
の
意

見
を
聴
い
て
、
当
該
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
の
実
施
が

及
ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を

国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

政
府
は
、
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
河
川
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、
当
該
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
の
実
施
が
及



 
 

 

四
九 

ぼ
し
た
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を

国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附
則
第
六
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
附
則
第
五
項
を
附
則
第
六
項
と
し
、
附
則
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

５ 

附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
貸
付
け
に
係
る
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
事
業
は
、
当
分
の

間
、
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
急
傾
斜
地
崩
壊
対
策
事
業
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
都
市
公
園
等
整
備
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
六
条 

都
市
公
園
等
整
備
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
平
成
八
年
度
」
を
「
都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
平
成
十
年
度
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
閣
議
の
決
定
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
国
会
の
承
認
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次

の
三
項
を
加
え
る
。 

５ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か

じ
め
、
建
設
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
告
し
、
当
該
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案 



 

 
 

 

五
〇 

を
、
当
該
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
間
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
の
原
案
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
前
項
の
公
告
の
日
か
ら
、
同
項
の
縦
覧

期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
建
設
大
臣
に
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ

り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

内
閣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
を
決
定
し
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら

れ
た
意
見
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

建
設
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
都
道
府
県

が
、
市
町
村
の
意
見
を
聴
い
て
作
成
し
、
建
設
大
臣
に
提
出
し
た
資
料
を
参
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
審
議
の
公
開
等
） 

第
三
条
の
二 

都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
関
す
る
審
議
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

い
て
行
う
事
後
評
価
に
関
す
る
審
議
は
、
公
開
と
す
る
。 



 
 

 

五
一 

２ 

都
市
計
画
中
央
審
議
会
は
、
前
項
の
審
議
に
用
い
ら
れ
た
資
料
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
都
市
計
画
中
央
審
議
会
は
、
第
一
項
の
審
議
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
、
関
係

地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

都
市
計
画
中
央
審
議
会
は
、
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
案
に
つ
い
て
意
見
を
決
定
す
る
と
き
は
、
公
聴
会
を
開

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
第
一
項
中
「
平
成
八
年
度
」
を
「
平
成
十
年
度
」
に
改
め
る
。 

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
事
後
評
価
） 

第
六
条 

政
府
は
、
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
二
年
以
内
に
、
都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、
当
該
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
都
市
公
園
等
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た
環

境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

 
 

 

五
二 

 
２ 

政
府
は
、
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
最
終
年
度
の
終
了
後
十
年
を
目
途
と
し
て
、
都
市
計
画
中
央
審
議
会
の
意

見
を
聴
い
て
、
当
該
都
市
公
園
等
整
備
五
箇
年
計
画
の
計
画
期
間
に
お
け
る
都
市
公
園
等
整
備
事
業
の
実
施
が
及
ぼ
し
た

環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
再
評
価
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
整
備
特
別
会
計
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
規
定
は
、
平
成
十
年
度
の
予
算
か
ら
適
用
す
る
。 

（
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
に
関
す
る
緊
急
措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
二
条 

平
成
九
年
度
以
前
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
金
又
は
補
助
金
で
平
成
十
年
度
以
降
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に

係
る
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
の
実
施
並
び
に
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
負
担
並

び
に
国
の
補
助
及
び
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
の
一
部
改
正
） 



 
 

 

五
三 

第
三
条 

保
安
林
整
備
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
中
「
森
林
法
第
四
条
第
六
項
」
を
「
森
林
法
第
四
条
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。 

（
国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

国
有
林
野
事
業
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
十
二
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
十
二
条
の
四 

公
共
事
業
の
長
期
計
画
の
透
明
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律

第 
 
 

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
治
山
治
水
緊
急
措
置
法
第
三
条
に
規
定
す
る
治
山
事
業
五
箇
年
計
画
に

係
る
直
轄
治
山
事
業
で
既
に
施
行
し
た
も
の
又
は
当
該
計
画
に
係
る
同
法
第
二
条
の
治
山
事
業
で
都
道
府
県
若
し
く
は
都

道
府
県
知
事
が
施
行
す
る
も
の
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
国
が
既
に
交
付
の
決
定
を
し
た
補
助
金
等
の
交
付
（
平
成
九
年

度
以
前
の
年
度
の
こ
の
会
計
の
予
算
で
平
成
十
年
度
以
後
の
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
よ
り
施
行
す
る
直
轄
治
山
事
業

又
は
当
該
繰
り
越
し
た
予
算
に
よ
る
補
助
金
等
の
交
付
を
含
む
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

直
轄
治
山
事
業
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
補
助
金
等
の
交
付
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
治
水
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 



 

 
 

 

五
四 

第
五
条 

治
水
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
三
十
二
項
を
附
則
第
三
十
三
項
と
し
、
附
則
第
三
十
一
項
を
附
則
第
三
十
二
項
と
し
、
附
則
第
三
十
項
中
「
附
則

第
三
十
一
項
」
を
「
附
則
第
三
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
三
十
一
項
と
し
、
附
則
第
二
十
九
項
を
附
則
第
三
十
項

と
し
、
附
則
第
二
十
八
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

公
共
事
業
の
長
期
計
画
の
透
明
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 
 

 

号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
治
山
治
水
緊
急
措
置
法
第
三
条
に
規
定
す
る
治
水
事
業
五
箇
年
計
画
に
係
る
直
轄

治
水
事
業
及
び
多
目
的
ダ
ム
建
設
工
事
で
既
に
施
行
し
た
も
の
（
平
成
九
年
度
以
前
の
年
度
の
こ
の
会
計
の
予
算
で
平
成

十
年
度
以
後
の
年
度
に
繰
り
越
し
た
も
の
に
よ
り
施
行
す
る
直
轄
治
水
事
業
及
び
多
目
的
ダ
ム
建
設
工
事
を
含
む
。
） 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
直
轄
治
水
事
業
及
び
多
目
的
ダ
ム
建
設
工
事
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

海
洋
水
産
資
源
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
四
項
及
び
第
七
条
第
三
項
中
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
計
画
」
を
「
沿
岸
漁
場
整
備
開
発
五
箇
年
計
画
」
に
改
め

る
。 



 
 

 

五
五 

（
港
湾
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

港
湾
整
備
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 
 

公
共
事
業
の
長
期
計
画
の
透
明
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
港
湾
整
備
緊
急
措
置
法
第
三
条
に
規
定
す
る
港
湾
整
備
五
箇
年
計
画
に
係
る
港

 

湾
整
備
事
業
で
国
が
施
行
し
た
も
の
（
平
成
九
年
度
以
前
の
年
度
の
こ
の
会
計
の
予
算
で
平
成
十
年
度
以
後
の
年
度
に
繰

 

り
越
し
た
も
の
に
よ
り
国
が
施
行
す
る
港
湾
整
備
事
業
を
含
む
。
）
は
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
港
湾
整
備
事
業
で

 

国
が
施
行
す
る
も
の
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。 

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
六
条
中
「
石
炭
並
び
に
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
若
し
く
は
道
路
整
備
特
別
会
計
」
を

「
若
し
く
は
石
炭
並
び
に
石
油
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
特
別
会
計
」
に
改
め
る
。 

（
道
路
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正
） 



 

 
 

 

五
六 

第
九
条 

道
路
整
備
特
別
会
計
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
中
「
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
揮
発
油
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
金
額
及
び
石
油
ガ
ス
税
の
収
入
額
の
二

分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
を
同
法
第
二
条
の
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
実
施
に
要
す
る
経
費
で
国
が
支
弁
す
る
も
の
の
財
源

に
充
て
て
」
を
「
第
二
条
の
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
に
基
づ
き
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
中
「
規
定
に
よ
り
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
財
源
に
充
て
ら
れ
る
揮
発
油
税
の
収

入
、
第
四
条
の
」
を
削
る
。 

第
三
条
の
二
を
削
る
。 

 

第
四
条
中
「
（
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
道
路
整
備
臨
時
交
付
金
の
交
付
を
除
く
。
）
」

 

を
削
る
。 

附
則
第
二
十
二
項
を
附
則
第
二
十
三
項
と
し
、
附
則
第
十
八
項
か
ら
附
則
第
二
十
一
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
附

則
第
十
七
項
中
「
第
三
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
三
条
中
「
次
条
」
に
、
「
第
四
条
又
は
附
則
第
十
九
項
」
を
「
次
条
又
は

附
則
第
二
十
項
」
に
、
「
附
則
第
十
八
項
」
を
「
附
則
第
十
九
項
」
に
、
「
の
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
の
交
付
並
び
に
」
を

「
道
路
整
備
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
整
備
事
業
（
」
に
改
め
、
「
貸
付
金
の
貸
付
け
」
の
下
に
「
を
除
く
。
）
」
を
加



 
 

 

五
七 

え
、
同
項
を
附
則
第
十
八
項
と
し
、
附
則
第
十
六
項
を
附
則
第
十
七
項
と
し
、
附
則
第
十
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。 

 
 

公
共
事
業
の
長
期
計
画
の
透
明
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第 

 
 

号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
道
路
整
備
緊
急
措
置
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
法
」
と
い 

う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
揮
発
油
税
の
収
入
額
に
相
当
す
る
金
額
及
び
石
油
ガ
ス
税
の
収
入
額
の
二
分
の
一
に
相 

当
す
る
金
額
を
改
正
前
の
法
第
二
条
の
道
路
整
備
五
箇
年
計
画
の
実
施
に
要
す
る
経
費
で
国
が
支
弁
す
る
も
の
の
財
源
に 

充
て
て
行
つ
た
道
路
整
備
事
業
（
平
成
九
年
度
以
前
の
年
度
の
こ
の
会
計
の
予
算
で
平
成
十
年
度
以
後
の
年
度
に
繰
り
越 

し
た
も
の
に
よ
り
行
う
道
路
整
備
事
業
を
含
む
。
）
は
、
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
整
備
事
業
に
含
ま
れ
る
も
の 

と
す
る
。 

（
農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

農
林
水
産
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
四
条
第
百
五
十
五
号
中
「
漁
港
の
整
備
計
画
」
を
「
漁
港
整
備
五
箇
年
計
画
」
に
改
め
る
。 





 
 

 

五
九 

理 

由 
公
共
事
業
が
国
民
の
社
会
経
済
生
活
に
と
っ
て
重
要
な
社
会
資
本
形
成
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
費
用
が

国
民
か
ら
徴
収
さ
れ
た
税
金
そ
の
他
の
貴
重
な
財
源
で
賄
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
公
共
事
業
を
そ
の
必
要
性

の
度
合
の
高
い
も
の
か
ら
優
先
的
か
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
、
公
共
事
業
の
長
期
計
画
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
及
び
決
定

過
程
の
透
明
化
、
国
会
に
お
け
る
承
認
、
環
境
へ
の
影
響
そ
の
他
社
会
的
、
経
済
的
及
び
文
化
的
な
影
響
の
評
価
等
の
措
置
を

講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 





 
 

 

六
一 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費 

本
案
施
行
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
、
初
年
度
約
五
千
百
万
円
の
見
込
み
で
あ
る
。 


